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                         平成１９年１月１０日 
 
我孫子市長 福嶋 浩彦 様 

 

                我孫子市立緑保育園受託事業者選考委員会 

                委 員 長    野 尻 裕 子 

 

     我孫子市立緑保育園受託事業者の選定について（報告） 

 

 我孫子市立緑保育園の受託事業者について、当委員会における審査の結果、

次のとおり受託事業者を選定したので、我孫子市立緑保育園受託事業者選考委

員会設置要綱第２条（２）により報告します。 

 

１ 受託事業者    社会福祉法人 聖華 

           理事長 白須賀 まり子 

  引継ぎ委託期間  平成１９年４月１日～平成２０年３月３１日 

  委託開始年月日  平成２０年４月１日 

２ 選定理由 

  我孫子市立緑保育園受託事業者の選定にあたっては、書類審査、実地審査、

プロポーザル、ヒアリング、それぞれの項目ごとに評価をしました。さらに、

緑保育園運営業務受託事業者選考指針により、各事業者について選考委員会

にて最終協議を行い、選考委員９名の総合計点で最高点を獲得した社会福祉

法人聖華を受託事業者として選定しました。 

 

 

 



「受託事業者選考経過」 
    
１ 選定の進め方 
 （１）選定の手順 
    受託事業者については、プロポーザル方式により決定するものとし、

選考委員会において緑保育園受託事業者募集要領を作成し、全国公募に

より募集を行いました。選定については、応募書類審査、実地審査、プ

ロポーザル審査により行い、総合計点数が最高点の事業者について、妥

当性、見積額等総合的な評価をしました。 
  
 選定フローは下表による 

年   月 選定スケジュール 
平成１８年１１月 公募（１１月１日～２４日） 
平成１８年１１月 書類審査（１１月２９日） 
平成１８年１２月 実地審査（１２月１日、８日、１５日） 
平成１８年１２月 プロポーザル実施（１２月１６日） 
平成１８年１２月 受託事業者選考（１２月２３日）、委員長報告作成

平成１９年 １月 委員長報告 
 
 （２）審査方法 
    緑保育園運営業務受託事業者選考指針により、書類審査、実地審査、

プロポーザルの３点について、審査項目を設定し配点を定めた。 
審査の種類      審 査 内 容 配点 
書類審査 法人の資格・実績等に関する評価 １９ 
実地審査 施設・施設長ヒアリングに関する評価 ８４ 
プロポーザル 提案内容に関する評価 １６５ 
合    計  ２６８ 

 
２ 審査結果 
   

事業者名 
審査基準 

社会福祉法

人 聖華 
Ａ法人 Ｂ法人 Ｃ法人 

書 類 審 査 ９０    ８１ ８１ ９０

実 地 審 査 ５５８ ５５１ ５５６ ４９９

プロポーザル審査 １，１０８ １，１１０ １，０６１ ７２１

合    計 １，７５６ １，７４２ １，６９８ １，３１０
 委員９名の合計点 ２，４１２点（満点） 



 
４ 講評  
 （１）総評  
  各法人は、緑保育園の受託運営について、保育の質を維持しながら、より

向上させる取り組みの提案がなされました。   
  一法人については、残念ながら最終選考協議からは除かれましたが、厳し

い応募条件のもとに応募された三法人は、十分な実績のもとに意欲を持って

臨んでおり、評点の差は僅かなものでした。 
   
（２）委員会における各法人の主な評価 
  ○社会福祉法人 聖華 

幼稚園と保育園２園の運営を行っており、緑保育園の運営委託をする

にあたり、新しい保育を提供するという期待感がある。また、人員配置

等の提案内容が、現在の緑保育園に近いものであることも評価された。 
○Ａ法人 
園長予定者のプロポーザル参加など意欲が高く評価されている。しか

し、本部主導型の運営が懸念される。また、小規模保育が中心のため、

150人規模の緑保育園の運営に不安が見受けられた。 
○Ｂ法人 
保育園の運営に特色があり革新的であるが、それが緑保育園に対して

必要なものか疑問を感じた。利用者はお客様との考えから、第一のお客

様は保護者であり、子どもはその後ろにあると見受けられた。 
○Ｃ法人 
特養施設と幼稚園の運営を行っている。しかし、保育園運営が未経験

であることから、保育の方針の具体的な内容について不明確な部分が多

く見受けられた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                              資 料 
１ 選考委員会の開催状況 
① 第１回 平成１８年９月１６日（土）10：00～12：00 
      （我孫子市役所西別館会議室） 
      傍聴者：３名 
     ・委嘱状交付 

・ 委員長、副委員長選出 
・ 審議会等の会議の公開について 

     ・緑保育園受託事業者募集要領（案）の検討 
 
② 第 2回 平成１８年９月３０日（土）15：00～17：00 
      （我孫子市役所西別館会議室） 
      傍聴者：５名 
     ・緑保育園受託事業者募集要領（案）の検討  
     ・緑保育園運営業務受託申込書（案）の検討 
     ・運営業者を確保する方法（案）の検討 
   
③ 第 3回 平成１８年１０月１５日（土）10：00～12：00 
      （我孫子市役所西別館会議室） 
      傍聴者：９名 
     ・緑保育園受託事業者募集要領（案）の検討 
     ・プロポーザル説明資料作成の手引き（案）の検討 

 
④ 第４回 平成１８年１０月２８日（土）９：00～12：00 
      （我孫子市役所分館小会議室） 
      非公開 
     ・プロポーザル採点表（案）の検討 
     ・評価表（案）の検討 
   
⑤ 第５回 平成１８年１１月１１日（土）９：00～12：00 

      （我孫子市役所西別館会議室） 
      非公開 
     ・プロポーザル採点表（案）の検討 
   
⑥ 第 6回 平成１８年１２月２３日（土）14：00～16：00 
      （我孫子市役所西別館会議室） 
      非公開 
     ・受託事業者を選定 



   
２ 我孫子市緑保育園運営受託事業者選考委員        （順不同） 
委員長 野 尻 裕 子 川村学園女子大学助教授 
副委員長 飯 島  守 我孫子市保健福祉部長 
委 員 庄 司 洋 子 税理士 
〃 森 口 敏 也 緑保育園保護者代表 
〃 田 中 玲 子 緑保育園保護者代表 
〃 吉 川 郁 夫 緑保育園保護者代表（18年 10月 31日まで）
〃 副 島 俊 一 緑保育園保護者代表（18年 11月 1日から）
〃 鈴 木  孝 我孫子市保育課長 
〃 杉 本 京 子 我孫子市立緑保育園長 
〃 田 口 盛 邦 我孫子市保育課課長補佐 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



緑保育園運営業務受託事業者選考指針 
 
 
１．目的 
  選定方法、審査方法等について、あらかじめ規定することで、運営業務受

託事業者を公平に選考する。 
 
 
２．審査の種類及び考え方 
 ① 書 類 審 査 項目別評価１（法人の資格・実績に関する評価） 
   考え方：運営業務受託申込の提出書類により、募集要領で示した項目につ

いて事業者の概要を審査する。 
② 実 地 審 査 項目別評価２（施設、施設長ヒアリングに関する評価） 
   考え方：事業者の運営する施設を視察することにより運営状況を審査する。

なお、見て判断できる審査項目１と、施設長へのヒアリングを実

施し審査項目２により評価する。 
③ プロポーザル 項目別評価３（提案内容に関する評価） 
   考え方：プロポーザルの提案内容を審査する。なお「プロポーザル説明資

料作成の手引き」の運営提案書の内容に基づき評価する。なお事

業者による提案で評価したい項目を「１．管理運営 ｂ」「３．人
材 ｈ、ｉ」「６．保護者との連絡・地域との関わり ｇ」として
評価する。事業者による提案で評価したい項目については、提案

がない場合に選考委員が質問を行い評価する。 
 
 
３．審査方法 
 (1) 審査は、審査の種類の①から順に行う。なお、実地審査及びプロポーザル

は次の日程で実施する。 
       実 地 審 査：平成１８年１２月 １日（金）、８日（金） 
       プロポーザル：平成１８年１２月１６日（土） 

(2) 審査の種類毎に、プロポーザル採点表の評価項目に点数を付け評価する。 
(3) 書類審査以外の審査については、緑保育園の運営と同等の場合を「良」と
評価する。 

(4) 次の大項目を重点大項目として、点数を倍（×２）にする。 
  ② 実 地 審 査：２．保育活動 
  ③ プロポーザル：２．保育方針、７．引継ぎ保育、９．その他特記事項 

 
 



４．選定方法 
(1) 書類審査で「不可」と評価された項目があった場合には、実地調査及びプ
ロポーザル審査を実施せず選定対象から除外する。 

(2) ②、③で評価した結果、５．評価の最低基準に満たない点数を付けた委員
が２名以上いる事業者及び「不可」を付けた委員がいる事業者については、

選考委員会で評価内容の協議を行う。その協議結果によって選定対象から

除外する。 
(3) 選定対象となった事業者のうち、総合計点により順位付けする。 
(4) 順位付けした結果について、選考委員会の協議により事業者を決定する。 

 
 
５．評価の最低基準について 

(1) 総合計の最低ライン：審査の種類①から③の総合計点は満点の６６％とす
る。 

(2) 審査の種類毎の最低ライン：②実地審査の合計点は満点の６６％とする。 
③プロポーザルの合計点は満点の６６％と

する。 
(3) 大項目の最低ライン（重点項目のみ設定） 
次の重点大項目の合計点は満点の６６％とする。 
☆重点項目：実 地 審 査：２．保育活動 
      プロポーザル：２．保育方針、３．人材(確保・配置・育成) 

７．引継ぎ保育、９．その他特記事項 
(4) 小項目ごとの最低ライン：審査の種類②及び③は「可」以上とする。 

 
 
６．最終協議内容 
 ・総合計最多得点の事業者の妥当性について確認する。 
 ・評価大項目毎に記載された各委員のコメントの内容を確認する。 
 ・見積額を評価する。 
 ・その事業者の総合的な評価を確認する。 

 
 
           


